
 

令和６年度 障がい者支援センターまるべりー事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 
利用者一人ひとりの意思を尊重しながら自己実現のプロセスの支援を行います。 

（しごと） ディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を継続的に提供できる就労環境の

整備を目指します。 

（すまい） 利用者が有する能力に応じ、利用者本位の自立した地域生活が営めるよう支援します。 

（そうだん）障害の有無に関わらず住み慣れた地域で安心・安全に過ごすために、困り事や悩み事を気

軽に話せる相談所を目指します。 

 

Ⅱ 事業内容 
１ 就労移行支援事業  利用定員６名 

就労訓練の場を提供し、有期２年の中で事業所内の作業を通じ、能力・適性を勘案の上、就労

に必要な知識及び能力向上のための支援を実施する。 

また、関係機関との連携を図り、職場実習から一般就労へと繋がる支援と、就職後の定着支援

として職場訪問や相談支援等に努め、就労が継続できるよう支援する。 

（１）作業訓練  ：就労継続支援Ｂ型の各種作業訓練を通して、就労に適した能力を引き出

し企業に求められる技術を取得できるよう個別に支援する。 

（２）社会適応訓練：就職に向けての模擬面接や、社会性向上のための職場マナー、言葉遣い、

身だしなみ等の指導及び訓練を必要に応じて個別または集団で行うことによ

り、就職した際の職場適応力を高める。 

（３）施設外支援（職場見学・実習） 

：実際に企業内で作業を行うことで、利用者の職場環境への適応状況の把

握とそのための訓練を実施する。 

（４）就職支援  ：ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等と連携し、就職情報の

提供、マッチングのチェック、就職面接会への参加など、積極的な支援を

行う。また、履歴書、職務経歴書の作成支援も併せて行う。 

（５）定着支援  ：職場訪問､定期連絡､相談支援等､常に寄り添う姿勢での支援を継続する。 

 
２ 就労継続支援Ｂ型事業  利用者定員３４名 

生産活動の場を提供し、作業を通じ安定した生活や社会との繋がりを作り、就労に必要な知

識及び能力向上のための訓練を実施する。また、利用者の適性や障害特性に配慮した作業を通

して、働くことへの「やり甲斐」を醸成し、併せて、生産性を高め、工賃の向上を目指す。 

（１）作業訓練 

ア 清掃・介護補助作業：施設外就労としての日常清掃作業及び介護補助作業。 

イ 情報印刷作業   ：封筒、名刺、会議資料等の印刷及び設計図等のＣＤ化作業。 

ウ 組立作業     ：自動車製造補助部品の段ボール組立作業他の軽作業。 

エ 販売（売店）作業 ：切手、はがき類、日用品の販売及び商品管理作業。 

 

３ 就労定着支援事業   

一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るた

めに企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行う。 

 

４ 共同生活援助（グループホーム）事業  利用者定員２０名 

利用者が自分の人生を主体的に考えて、日々の生活に生きがいや潤いを感じて過ごすうえで

日中の活動が充実すること、一日の生活リズムが安定していることが重要である。グループホ

ームにおいては、食事や入浴等の身体介助の他、金銭管理や社会参加活動等の相談援助を行

う。利用者自らができることを増やしていけるよう、一人ひとりの状態に合わせて支援を行

う。また、利用者が「地域住民の一人」としての認識を持つことができるよう、各種行事を通

して地域の方々との交流を図る。 

 



 

 

５ 相談支援事業 

障害福祉サービスや成年後見制度等の各種利用相談や情報提供を行い、障害者（児）が自分

の人生を主体的に考え、それを実現する、また、近づけるための取り組みを支援する。各関係

機関と連携し情報共有を行うなどの橋渡しを行う。 

（１）指定一般相談支援事業 

ア 地域移行支援：障害者支援施設または障害児入所施設に入所している障害者及び精神科

病院に入院している精神障害者に対し、住居の確保やその他地域における生活に移行する

ための活動に関する相談や同行支援等を行う。 

イ 地域定着支援：居宅において主に単身で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保

し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行う。 

（２）指定特定相談支援事業 

障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害者、障害福祉サービス（居

宅）を利用する全ての障害児に対し、支給決定時のサービス等利用計画・障害児支援利用

計画の作成（サービス利用支援）及び支給決定後の見直し（継続サービス利用支援）を行

う。 

（３）指定障害児相談支援事業 

障害児通所支援を利用する全ての障害児に対し、支給決定時の障害児支援利用計画の作

成（障害児支援利用援助）及び支給決定後の見直し（継続障害児支援利用援助）を行う。 

 

Ⅲ 本年度の重点的取組と数値目標 
１ 就労移行支援事業   

（１）課題 

ア 新規利用者の獲得 

イ ハローワーク及び障害者就業・生活支援センターとの積極的連携 

ウ 一般就労後の職場定着支援の継続強化 

（２）取組方針 

ア 新規利用者の獲得 

就労定着支援事業とトータルサポートの仕組みを構築し、特別支援学校をはじめとした

関係機関（相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター、基幹等）へ周知を行う。ま

た、就労アセスメントの受け入れを積極的に行い、新規利用者獲得につなげる取り組みを

行う。 

イ ハローワーク及び障害者就業・生活支援センターとの積極的連携 

日頃から情報共有と連携を強化することで、利用者と企業とのマッチングの機会を増や

す。企業見学または、座学勉強会を実施（月１回以上） 

ウ 一般就労後の職場定着支援の継続強化 

不安の種を早期に発見し、解決に導くことで、継続的な就労が可能になるため、こまめ

に定期訪問等を実施し、職場環境や生活面の相談支援に取り組む。また、一般就労６ヶ月

経過後は、就労定着支援事業での支援へ繋げ、定着支援とトータルサポートを行う。 

 

２ 就労継続支援Ｂ型事業 

（１）課題 

ア 稼働率の向上 

イ 作業環境を整える 

ウ 作業訓練毎に利用者個々人の作業の質及び能力向上を図る 

エ 「やり甲斐」の醸成を図る 

オ 工賃向上計画に基づいて支給工賃の向上を目指す 

（２）取組方針 

ア 稼働率の向上 

     コロナも含め利用者の体調不良等を早期に発見し、健康状態の観察に最大限の配慮をす

ると共に、精神面に不安の有る利用者に対しては、細やかな配慮・傾聴を通して安定して

作業に取り組 めるよう配慮する。また、送迎台数を増やし新たな方面も追加し、新規利

用者の獲得を目指す。 



 

イ 作業環境を整える 

     作業所及び施設外就労先１か所の計２か所で事業を実施するため、常に職員同士の情報

共有に努める。また、利用者の障害に応じた作業台や備品の配置を工夫し、動線を確保す

ることで、安全に作業が実施できるよう努める。 

ウ 作業訓練毎に利用者個々人の作業の質及び能力向上を図る 

     請負作業を継続して行うためには、常に品質の向上に努め、各作業に携わる作業員の育

成が必要である。このため、利用者を交えた作業手順の研修を開催し、業務の標準化を図

る。特に清掃作業では、作業未経験者に体験する機会を設け、自身の可能性を再発見して

もらうきっかけづくりを行う。また、組立作業では、自助具を工夫し高度作業を行えるよ

う利用者の能力開発に取り組む。 

エ 「やり甲斐」の醸成を図る 

     利用者が「やり甲斐」をもって働くことが出来るよう支援するため、カンファレンスを

実施し、支援の標準化を目指す。また、利用者の能力に応じた作業を提供し、達成感を味

わうことで更なる作業意欲の向上に繋げる。 

オ 工賃向上計画に基づいて支給工賃の向上を目指す 

     製造原価及び販売管理経費の正確な把握と原価計算を実施し、適正な販売価格を設定

し、利用者工賃の向上を目指す。(令和 6 年度利用者一人あたりの目標工賃 26,500 円/月

以上) 

 

３ 就労定着支援事業 

（１）課題 

ア 就労定着支援事業の周知を図る 

イ 日常生活及び社会生活上の諸課題について相談援助を行う 

ウ 企業（事業主）、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連携 

（２）取組方針 

ア 就労定着支援事業の周知を図る 

就労移行支援から就労定着支援までのサポート体制を見える化し、関係機関へ周知す

る。 

イ 日常生活及び社会生活上の諸課題について相談援助を行う 

利用者の様々な生活課題をいち早く察知し、解決に向けて支援を行うためには、企業担

当者や家族との情報共有が重要となる。利用者及び企業（事業主）への定期訪問のみなら

ず、利用者を取り巻くその他の関係機関へもこまめに連絡を取りながら就労が継続できる

よう支援する。 

ウ 企業（事業主）、障害福祉サービス事業者、医療機関など利用者を取り巻く各関係機関を

つなぐ連絡調整の役割を担うとともに情報共有に努める。 

 

４ 共同生活援助（グループホーム）事業 

（１）課題 

ア 定員の充足（利用者獲得） 

イ 利用者の生活力の向上 

ウ 利用者の重度化及び高齢化への対応 

エ 地域住民や防災組織等との連携強化 

オ 伊勢崎市地域生活支援拠点等整備への協力 

（２）取組方針 

ア 定員の充足（利用者獲得） 

関係機関との密な連携、体験利用の積極的な受け入れ、当ホームの特徴などを発信し、

利用者の早期充足に努める。法人内リハビリセンターとの連携、情報共有についても強力

に進めて行く。 

イ 利用者の生活力の向上 

グループホームで長く自立した生活がおくれるよう、食事、洗濯、掃除、健康管理等の

日常生活の助言や支援を行い、利用者自らの生活力向上を目指す。特に、定期通院してい

る利用者が多いことから、身体を動かす機会を作り、自ら健康意識を高めることが出来る



 

よう支援する。 

ウ 利用者の重度化及び高齢化への対応 

障害の重度化及び高齢化により、移乗や移動、入浴の場面において、転倒や転落、つま

ずき等で怪我や事故が増えている。日常生活上の事故を未然に防ぐためには、全職員が情

報共有し、小さな異変に気付くことが重要となる。このため継続して個々の障害に応じた

支援方法の共有や介護技術の向上、各種研修や職場内勉強会等を通じてスキルアップに努

める。 

エ 地域住民や防災組織等との連携強化 

火災や地震の他、近年の異常気象により台風や洪水等による被害が想定される。地域防

災は、「自助」、「共助」、「協働」が原則であり、利用者及び職員が自分の身は自分で守ると

いう意識を持つことも必要。定期的な避難訓練や研修を通して知識や技術を身に付ける。

併せて地域住民や消防、警察等との連携が重要であるため、定期的に開催される地域総合

訓練等に積極的に参加し、日頃から地域及び各機関と協働できる体制を構築する。 

オ 伊勢崎市地域生活支援拠点等整備への協力 

地域移行支援や親元からの自立等にあたり、共同生活援助等を利用した一人暮らしの体

験の機会・場の提供ができる体制の検討を行うとともに、基幹相談支援センター、地域の

相談支援事業所、他法人のグループホーム等と連携し、情報共有に努める。 

 

５ 相談支援事業 

（１）課題 

ア 在宅障害者に対する相談支援の拡充 

イ 相談支援の専門性向上と基幹相談支援センター等との連携の強化 

ウ 利用者一人ひとりのサービス等利用計画の質の向上 

エ 伊勢崎市障害者基幹相談支援センター機能強化事業への協力 

オ 「親なきあと相談室」への対応 

（２）取組方針 

ア 在宅障害者に対する相談支援の拡充 

在宅で暮らす障害者に対して、地域定着支援サービスを活用し、電話連絡や自宅訪問等

を行い、安否・困り事の確認を行う。また、利用者や家族がいつでも電話やメール等で連

絡を取ることができる体制を維持し、迅速な対応を図る。 

イ 相談支援の専門性向上と基幹相談支援センター等との連携の強化 

地域の相談支援事業所として相談支援のワンストップサービスが提供できる体制を整え

る。また、伊勢崎市や基幹相談支援センターが主催する相談支援連絡会や各種研修会に積

極的に参加し、相談支援専門員の専門性の向上を図り、併せて関係機関との連携を強化す

る。 

ウ 利用者一人ひとりのサービス等利用計画の質の向上 

利用者及び家族に対して、きめ細やかなアセスメントを行い、プラン作成に反映させ

る。 

エ 伊勢崎市障害者基幹相談支援センター機能強化事業への協力 

令和３年４月より伊勢崎市基幹相談支援センターに法人内職員を派遣し、人的支援を行

うことにより、市が行う総合的・専門的な相談支援の取組に協力することで地域の相談支

援体制の強化を図る。また、伊勢崎市障害者基幹相談支援センター内に従たる事業所「障

がい者支援センターまるベリー基幹内事業所」を設置し、市の指定する事案について計画

相談支援を行う。 

オ 法人の地域貢献事業として取り組む「親なきあと相談室」において、障害のある子をも

つ親がかかえる将来への漠然とした不安について、相談に応じ、解決に向けた支援を行

う。 

 

６ 中長期的運営 

法人中長期計画をひとりひとりの職員に理解・浸透させるため、周知を徹底するとともに、

中長期計画の各取組について積極的に推進する。 

 

 



 

７ 地域における公益的取組 

（１）地域関係者とのネットワークづくり 

ア 災害対策 

稲荷町区自主防災組織の災害一時集合場所として、備蓄非常食・毛布・車椅子等の提供

体制を整える。 

イ 地域との連携 

行政（市）、区長、民生委員、利用者代表及びその家族が一堂に会し、ＧＨの運営課題や

地域課題の意見交換を行う運営推進協議会の開催をはじめ、納涼会の開催、地域住民によ

る協働活動への参加等を通して、施設を知ってもらう取り組みや地域住民との意見交換の

場づくりを行い地域との連携を図る。 

 

（２）インフォーマルサービス 

ア 一般就労者へのフォローアップ 

就労定着支援対象外（就労後３年を経過した者）利用者へのフォローアップを電話等を

通して継続的に実施し、就労継続できるよう相談援助を行う。 

 

８ 感染症（コロナ・インフル）対策 

新型コロナウィルス等感染防止対策を徹底し、安心安全な就労環境及び生活環境を目指す。

一方、コロナ禍からの脱却として、就労では、単に作業を提供する場にとどまる事なく、利用

者が通所していて楽しいと感じる雰囲気、楽しみの共有として年数回のイベントを検討して行

く。グループホームでは、行事の復活・充実、食事の楽しみとしてお好み食（外注食・リクエ

スト食）等を検討して行く。 
 

９ 数値目標 

実 施 事 業 定員/件数 目 標 値 備     考 

就労移行支援事業 ６名 ４０％  

就労継続支援Ｂ型事業 ３４名 ７５％  

就労定着支援事業  ―  ２件 月平均 

共同生活援助事業 ２０名 ８５％  

 

実 施 事 業 契約者数 目 標 値 備     考 

相談支援事業    

 

一般相談 ０名 ― 件  

計画相談支援 １６０名 ３８件 月平均 

障害児相談支援 ４名 ― 件  

 

 


